
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

金婚式を迎えられるご夫婦の方を表彰致します 

【受付期間】8/16（月）～9/21（火） 

滑川町敬老会は、新型コロナウィルス感染防止対策が必要とされる今、 

ご参加いただく方々の安全を優先し、誠に残念ではありますが、 

今年度の開催は見送られる事となりました。 

回 覧 
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50 th anniversary 

 

該当する方は、社会福祉協議会までお申込みください。なお、お申し込みの際は 

入籍日の確認をさせて頂くため戸籍謄本の確認が必要となります。 

書類をご持参の上、社会福祉協議会まで、お越しください。 

 

【対象となる方】 

 1. 昭和４６年１月１日〜 昭和４６年１２月３１日の間に婚姻の届出をされ、 

今年で結婚５０周年を迎えるご夫婦。また、５０周年を経過していて、 

これまでにまだお祝いを受けていないご夫婦。 

２. 原則として、社協会員であり、町内に１年以上居住していること。 

締め切り：令和３年 9月 21日（火）まで 

※今年度は敬老会の中止が決定したため、令和３年 10月 15日（金）午前中、 

滑川町コミュニティセンターにて、金婚式の方を対象とした式典を予定しております。 

 新型コロナウィルスの感染状況等により、式典については、変更または中止の可能性 

もございます。予めご了承いただけますようお願い致します。 
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〒355-0811 

   滑川町大字羽尾 2440 番地 1（コミュニティセンター内） 

  TEL (0493)５６－６３４５  FAX (0493)５６－６３４９ 

               http://www.namegawa-shakyo.jp 

Twitter ｱｶｳﾝﾄ ＠namegawashakyo 
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給食サービスボランティア 

 一人暮らしの高齢者宅に昼食を届けていただくボランティアです。 

日時   10 時～1１時 30 分ごろまで （週に 1 回） 

場所   町内 

内容   一人暮らしの高齢者等に昼食のお弁当を配ります。 

      ご自分の自動車を使用して頂きます。 

ガソリン代は実費支給します。 
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